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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の年度計画（令和８年度） 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとる

べき措置 

 

１ 大学等の評価 

 

（１）大学等の教育研究活動等の状況に関する評価 

ア 機構が定める評価基準に従って、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行

い、評価結果を当該大学等に通知するとともに公表する。 

イ 効率的かつ効果的に評価を実施できるよう評価体制等を適宜見直すとともに、評価

担当者の研修を実施する。 

ウ 機構が行った評価の有効性、適切性について多面的な調査を行うことにより検証す

る。その検証内容や認証評価機関として行う自己点検・評価の結果を踏まえ評価シス

テムの改善につなげる。 

エ 調査研究、国内外の質保証機関との連携等の取組により得られた成果等を活用して、

各大学等の内部質保証体制の一層の強化の支援等、高等教育政策の動向を適切かつ迅

速に反映した質の高い評価を行うとともに、説明会や研修等を通じ評価機関や大学等

に積極的に提供すること等によって、我が国の認証評価における先導的役割を果たす。 

  さらに、「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」

（令和７年２月 21日中央教育審議会）及び同審議会大学分科会質向上・質保証システ

ム部会等における認証評価制度の見直しに関する提言や方向性を踏まえた評価の在り

方について検討する。 

オ 法科大学院に係る認証評価について、本中期目標期間中における運営費交付金支出

総額の削減に取り組む。 

 

（２）国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況に関する評価 

ア 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 85 法人の第４期中期目標期間における教

育研究の状況の評価を実施する。 

イ ４年目終了時評価の検証を行うとともに、第４期中期目標期間終了時評価に向けた

評価方法及び評価実施体制の検討を行う。 

 

２ 国立大学法人等の施設整備支援 

 

（１）施設費貸付事業 

① 施設費の貸付 

ア 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人に対し、大学附属

病院の施設整備等に必要な資金として貸付けを行う。 

イ 貸付けの審査に当たって、個々の国立大学法人等の収支状況に即した精度の高い
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審査を実施することにより償還確実性の確保に努める。 

また、大学附属病院の審査の際には、教育、研究及び診療に係る各機能の達成状

況とそのバランス等を確認する。なお、これらが確実に実施できる審査体制の構築

に努める。 

② 資金の調達及び債務の償還 

ア 貸付事業に必要となる財源として、長期借入れにより資金の調達を行う。 

  その際、国立大学法人の財務及び経営の改善に資するよう、効率的な資金の調達

に努める。 

イ 債権・債務の管理を適切に行い、長期借入金債務等の償還を確実に行う。 

また、訪問又はウェブ会議システムの活用により年間６箇所以上の貸付先調査を

実施する。 

 

（２）施設費交付事業 

① 施設費の交付 

文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設整備

等に必要な資金として交付を行う。 

② 交付対象事業の適正な実施の確保等 

     ア 交付事業の実施に当たって、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30年法律第 179号）」に準じ、交付対象事業の適正な実施の確保を図る。 

また、そのために訪問又はウェブ会議システムの活用により年間 13箇所以上の

交付先調査を実施する。 

イ 文部科学省に協力して、各国立大学法人等に対し、施設費交付事業の財源となる

不要財産処分の重要性が周知されるよう取り組む。 

 

（３）国から承継した財産等の処理 

① 承継債務償還 

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの債務について、関係する

33国立大学法人から債権及びその利息を確実に回収し、承継債務（旧国立学校特別

会計法に基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債）の償還及び当該債務に

係る利子の支払を確実に行う。 

② 旧特定学校財産の管理処分 

ア 国から承継した旧特定学校財産（東京大学生産技術研究所跡地）について、施設

費交付事業の財源に充てるため、独立行政法人国立美術館に対し、分割して売却す

る。また、未売却の土地については、国立新美術館用地として貸付けを継続する。 

イ 処分後の財産（広島大学本部地区跡地）の利用状況について、適切に把握する。 
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３ 学位授与 

 

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与 

① 学士の学位授与 

単位積み上げ型による学士の学位授与については、４月期と 10月期の年２回の申

請を受け付け、学位審査会による審査を行い、各専攻分野の学士の水準を有している

かどうかを総合的に判定し、申請者に対して判定結果を通知し、合格者に対し学位を

授与する。 

また、必要に応じて、専攻の区分や修得単位の審査の基準等について見直しを行

う。 

さらに、本中期目標期間中における運営費交付金支出総額の削減方策として学位授

与審査手数料を引き上げるとともに関係経費の支出の削減などを検討する。 

② 専攻科の認定 

学校教育法第 104条に規定する文部科学大臣の定める学習として、短期大学及び高

等専門学校の専攻科のうち本機構が定める要件を満たすものの認定に当たっては、短

期大学及び高等専門学校に設置する専攻科からの認定申出に基づき、教育課程、教員

組織、施設設備等が大学教育に相当する水準を有しているかについて学位審査会にお

いて審査を行い、可とされた専攻科について認定する。 

また、認定を受けている専攻科に対しては、一定期間ごとに当該専攻科の教育水準

が大学教育に相当する水準を維持しているか学位審査会において適否の審査を行い、

必要に応じ審査結果に基づく所要の改善等を求める。 

機構の認定を受けた短期大学及び高等専門学校の専攻科の修了見込み者に対する特

例の適用を希望する専攻科からの申出を受け付け、学位審査会による審査を行い、適

用の可否を決定する。 

また、特例の適用認定を受けている専攻科に対しては、一定期間ごとに認定専攻科

における教育の水準の維持に加え、特例の適用を受けるための水準が維持されている

か、学位審査会において適否の審査を行い、必要に応じ審査結果に基づく所要の改善

等を求める。 

 

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与 

① 学士、修士又は博士の学位授与 

認定された省庁大学校の課程修了者に対する学位授与については、学士は、単位修

得状況及び課程修了証明書に基づき学位審査会による審査を行い、申請後１月以内

に、学士としての水準を有していると認められる者に学位を授与する。 

修士及び博士は、単位修得状況や論文の審査及び口頭試問の結果に基づき、学位審

査会による審査を行い、原則として申請後６月以内に、修士又は博士としての水準を

有していると認められる者にそれぞれの学位を授与する。 

さらに、本中期目標期間中における運営費交付金支出総額の削減方策として学位授

与審査手数料を引き上げるとともに関係経費の支出の削減などを検討する。 
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② 課程の認定 

学校教育法第 104条に規定する学校以外の教育施設の課程で大学又は大学院に相当

する教育を行うものの認定に当たっては、省庁大学校からの認定の申出に基づき、教

育課程、教員組織、施設設備等が大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程の水準

を有しているかについて学位審査会による審査を行い、可とされた課程について認定

する。 

また、認定された課程については、一定期間ごとに当該課程の教育水準が大学又は

大学院と同等の水準を維持しているか学位審査会において適否の審査を行い、必要に

応じ審査結果に基づく所要の改善等を求める。 

 

（３）学位授与事業の普及啓発 

生涯学習に関係する機関等とも連携し、パンフレットの配布や説明会の開催等を積極

的に行うとともに、ターゲットごとに有効な情報発信の方法を検討し、戦略的な広報活

動に努める。 

また、学位授与に関する申請案内等の充実及び利便性の向上に努める。 

 

４ 質保証連携 

 

（１）大学等連携・活動支援 

① 大学等との連携 

ア 大学等における教育研究の質の維持向上に資する情報等を収集、蓄積し、大学等

が評価活動やＩＲ（インスティテューショナル・リサーチ）活動等に活用できるよ

う提供する。 

イ 大学等の教職員向けの研修等を開催するなど、大学等と連携して質保証に関わる

人材の能力向上を支援するための取組を行う。 

ウ 高等教育の段階における学習機会の多様化や生涯学習への展開に対応するため、

大学等における各種の学習に関する情報を収集・整理し、提供する。 

② 国立大学法人の運営基盤の強化促進の支援 

国立大学法人の協力を得て、財務諸表等の集計と分析、財務経営に関する取組事例

の収集と情報共有、病院経営分析に資する指標やツールの提供、病院における経営担

当職員の養成の支援等に取り組む。また、これらの成果を広く国立大学法人等に提供

する。 

③ 大学ポートレート 

大学における教育情報の活用を支援し公表を促進するため、大学ポートレート運営

会議が示す運営方針に基づいて、大学ポートレートを運用する。その際、大学ポート

レートへの参加大学数や大学による情報公表の状況、大学ポートレートウェブサイト

へのアクセス状況及び利用者の意見の把握・分析等を通じてその効果を検証する。 

また、検証結果を踏まえて、利用者をより意識した効果的な情報発信及び利便性の

向上等、機能の改善・充実に努める。 
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本事業について、令和６年度に策定した本中期目標期間における運営費交付金支出

総額の削減目標を踏まえた運用を行う。 

④ 評価機関との連携 

認証評価機関連絡協議会等を通じ、他の評価機関と連携して、認証評価の改善・充

実や受け手である社会や大学等を意識した認証評価に関する情報の発信や職員の能力

向上等に取り組む。 

 

（２）国際連携・活動支援 

① 国際的な質保証活動への参画 

覚書締結機関をはじめとする諸外国の質保証機関及び国際的な質保証ネットワーク

等との連携活動を通じて、国際的な質保証活動への参画及び情報交換・知見の共有を

図る。 

② 学位等高等教育資格の承認に関する情報提供 

高等教育の資格の承認に関する諸規約に基づく我が国における国内情報センター

（ＮＩＣ）である高等教育資格承認情報センター（NIC-Japan）の活動を推進し、国

内及び規約締約国をはじめとする各国の高等教育制度、質保証制度等に関する調査及

び情報提供並びに諸外国のＮＩＣ等との連携活動を行う。 

 

５ 調査研究 

 

（１）大学等の改革の支援に関する調査研究 

① 大学等におけるマネジメントの改善・向上に関する調査研究 

大学におけるマネジメントの在り方について、大学運営基盤の強化促進支援の基礎

となる調査研究を行う。 

② 大学等の質の保証及び維持・向上のための評価に関する調査研究 

過去に実施された大学等の教育研究活動等の評価実施結果を分析・検証し、効果的

で効率的な評価の在り方を検討するとともに、国内外の政策状況等の進展に伴う要請

に対応した、今後の我が国の大学等の質の保証及び維持・向上のための評価システム

等の在り方について調査研究を行う。 

③ 調査研究成果の活用と社会への提供 

調査研究の成果については、機構の評価事業をはじめとする事業の改善等に活用す

るとともに、関連学協会の学術誌及び機構の学術誌、報告書、研修会等を通じて社会

に提供・公表する。 

 

（２）学位の授与に必要な学習の成果の評価に関する調査研究 

① 学位の要件となる学習の成果の評価と学位等の承認に関する調査研究 

学位の授与に必要な学習の体系的な構成と学習の成果の評価に関して基礎となる研

究を行うとともに、学位等高等教育資格の国際的な互換性と公正な承認について調査

研究を行う。 
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② 機構の実施する学位授与の機能に関する調査研究 

高等教育レベルの多様な学習の成果を、学位につながる単位として認定する方法を

研究するとともに、機構の学位授与の現状及び社会的要請を把握し、実施状況を検討

して、今後の学位授与の在り方について調査研究を行う。 

③ 調査研究成果の活用と社会への提供 

調査研究の成果については、機構の学位授与事業をはじめとする事業の改善等に活

用するとともに、関連学協会の学術誌及び機構の学術誌、報告書、研修会等を通じて

社会に提供・公表する。 

 

（３）大学等の改革支援及び学位授与に係る情報処理に関する調査研究 

① 大学等の改革支援及び学位授与に係る情報基盤に関する調査研究 

機構の行う大学等の改革支援及び学位授与に資するとともに、高等教育情報の提供

に関する社会の要請に的確に応えうる情報基盤の在り方や構築方法について調査研究

を行う。 

    ② 大学等の改革支援及び学位授与に係る情報分析に関する調査研究 

機構の行う大学等の改革支援及び学位授与に資するとともに、高等教育情報の提供

に関する社会の要請に的確に応えうる情報分析の方法や活用方策について調査研究を

行う。 

③ 調査研究成果の活用と社会への提供 

調査研究の成果については、機構の評価事業や学位授与事業などの事業の改善等に

活用するとともに、関連学協会の学術誌及び機構の学術誌、報告書、研修会等を通じ

て社会に提供・公表する。 

 

６ 大学・高専成長分野転換支援 

 

（１）助成金の交付 

  ① 助成事業の選定・公募 

   ア 令和８年度大学・高専機能強化支援事業の選定 

     令和７年度に改正された「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条

の二に規定する助成業務の実施に関する基本的な指針」（令和５年２月 28日文部科

学大臣決定。以下「基本指針」という。）及び「独立行政法人大学改革支援・学位

授与機構法第十六条の三に規定する助成業務の実施に関する方針」（令和５年４月

13日文部科学大臣認可。以下「実施方針」という。）に基づき、令和８年度大学・

高専機能強化支援事業へ申請のあった事業計画を遅滞なく審査の上、選定し、その

結果をウェブサイトに公表する。 

   イ 令和９年度大学・高専機能強化支援事業の公募 

     基本指針及び実施方針に基づき、令和９年度大学・高専機能強化支援事業の公募

を行う。 
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  ② 助成金の交付 

選定された助成事業者に対して、助成金の交付決定を行った上で、実績報告書に基

づいて助成金を交付する。また、助成事業者の希望に応じて、必要があると認められ

る場合は、助成金の全部又は一部を概算払により交付する。 

 

（２）取組の実施状況の把握等 

  ① 選定された大学等に対するフォローアップの実施・効果の測定 

    大学・高専機能強化支援事業フォローアップ要項に基づき、大学等の事業計画の取

組の実施状況及び各種指標の実績等の確認・把握等を行う。 

また、各大学等における取組の効果測定について、その在り方及び方法等について

引き続き検討する。 

  ② 選定された大学等による情報・意見交換の場の提供 

大学等の理系転換・拡充による人材育成機能強化会議を開催するなど、選定された

大学等の相互の連携等の促進を図るための取組を行う。 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 経費等の合理化・効率化 

運営費交付金を充当して行う事業については、効率化になじまない特殊要因を除き、令和

７年度予算に比較して１％以上を削減する。（人件費及び退職手当を除く。） 

また、効率化に際しては、機構の行う事業が長期的視点に立って推進すべき事業であるこ

とに鑑み、事業の継続性に十分留意する。 

併せて、利活用状況等の分析を行い、自己評価を行った上で、その在り方を検討する。 

 

２ 調達等の合理化 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月 25日総務大

臣決定）に基づき、「調達等合理化計画」を策定し、計画に基づく取組を着実に実施するとと

もに、計画や自己評価結果等を公表する。 

策定される調達等合理化計画、及び自己評価について、契約監視委員会を開催し、点検を

行う。 

 

３ 給与水準の適正化 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し検証を行い、適正化に速やかに

取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき事項 

 

１ 予算の適切な管理と効果的な執行等 

運営費交付金債務を含めた財務に係る情報を適切に把握し、機構長のリーダーシップの下、

効果的・機動的に予算を配分するため、各担当から予算ヒアリングを実施するとともに、機



- 8 - 

 

構長裁量経費を確保する。また、予算が計画どおりに適正に執行されているかを四半期ごと

にモニタリングを行い、収益化単位の業務ごとに執行状況を把握するとともに、効率的な執

行に努める。 

また、料金体系等見直し検討ワーキンググループの結論に基づき、手数料の見直しを行う。 

 

２ 資産の有効活用 

保有資産の有効活用を行う。 

小平第２住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国

の資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。 

 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算    別紙１のとおり 

２ 収支計画  別紙２のとおり 

３ 資金計画  別紙３のとおり 

 

Ⅴ 短期借入金の限度額 

 

１ 短期借入金の限度額  75億円 

２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合、予定

していない退職手当の支出、承継債務償還及び施設費貸付事業に係る関係国立大学法人の債

務償還遅延（この場合の借換えは行わない。）などにより緊急に資金が必要となる場合等が

想定される。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に定

める業務の充実及び組織運営の改善のために充てる。 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 内部統制 

（１）法令等の遵守及び機構のミッション等の周知徹底 

役員及び幹部職員で構成する企画調整会議などにより、法令等の遵守、機構のミッショ

ン、管理・運営方針について役職員に周知徹底する。 

 

（２）内部統制の機能状況の検証 

① 監事監査や内部監査及び会計監査人による監査を実施することにより、内部統制の機

能状況について定期的に点検・検証し、必要に応じて見直しを行う。 

② 令和７年度の業務の実績の自己点検・評価を行う。 

  また、令和８年度の業務等の進捗状況について定期的に自己点検・評価を行う。 
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③ 機構のミッション及び中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把握に努め、必要

な対応を行う。 

 

２ 情報システムの整備及び管理 

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）

にのっとり、ＰＭＯ及び関係部署が協働し情報システムの適切な整備及び管理を行う。 

業務効率化の観点から、各事業において、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

等を推進する等の取組を行う。 

「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」を踏まえ、情報セキュリ

ティポリシーを適時見直す。また、外部のセキュリティ機関等が実施する監査結果等を踏ま

え、リスクを評価する。これらに基づき、情報セキュリティ対策を適切に推進する。 

 

３ 施設・設備に関する計画 

「インフラ長寿命化計画」に基づき、効果的・効率的に改修等を実施する。また、フォロ

ーアップを実施し、継続的に評価・分析を行うことにより優先順位を設定するなど、必要な

対策を効率的・効果的に実施する。 

 

４ 人事に関する計画 

① 大きく増減する業務量に対応し確実に事業を実行するため、国立大学法人等の協力を得

て計画的な人事交流等により幅広い人材を確保し適正に職員を配置し、必要な組織体制を

柔軟に構築する。 

② 適正な人事評価の実施、働き方の改革に資する取組の推進、大学等との人事交流及び専

門的な研修等により職員のモチベーションや能力の向上を図る。 



別紙１－１

（総括表） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

収入

運営費交付金 68 21 196 86 204 402 312 0 521 1,809

大学等認証評価手数料 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109

学位授与審査手数料 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122

長期借入金等 0 0 0 26,600 0 0 0 0 0 26,600

長期貸付金等回収金 0 0 0 61,278 0 0 0 0 0 61,278

長期貸付金等受取利息 0 0 0 5,036 0 0 0 0 0 5,036

財産処分収入 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300

財産賃貸収入 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60

財産処分収入納付金 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

補助金等収入 0 0 369 0 0 68 0 0 0 437

その他の収入 0 0 0 82 0 0 0 479 14 575

178 21 564 93,454 326 470 312 479 535 96,338

支出

業務等経費 0 0 196 86 0 402 312 362 0 1,357

うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 73 65 0 320 212 225 0 895

　　　 物件費 0 0 122 21 0 82 66 137 0 428

　　　 退職手当 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34

大学等評価経費 178 21 0 0 0 0 0 0 0 199

学位授与審査経費 0 0 0 0 326 0 0 0 0 326

補助金支出 0 0 369 0 0 68 0 0 0 437

一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 535 535

うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 342 342

　　　 物件費 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175

 　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

助成業務等事業費 0 0 0 0 0 0 0 67,155 0 67,155

施設費貸付事業費 0 0 0 24,700 0 0 0 0 0 24,700

施設費交付事業費 0 0 0 2,471 0 0 0 0 0 2,471

長期借入金等償還 0 0 0 63,091 0 0 0 0 0 63,091

長期借入金等支払利息 0 0 0 5,003 0 0 0 0 0 5,003

公租公課等 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21

債券発行諸費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

債券利息 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45

178 21 564 95,417 326 470 312 67,518 535 165,341

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　予算

金　額

計

計

区　分
大学等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通

大学・高専成長
分野転換支援



別紙１－２

（施設整備勘定） （単位：百万円）

国立大学施設支援 金　額

収入

長期借入金等 26,600 26,600

長期貸付金等回収金 61,278 61,278

長期貸付金等受取利息 5,036 5,036

財産処分収入 300 300

財産賃貸収入 60 60

財産処分収入納付金 12 12

その他の収入 82 82

93,368 93,368

支出

施設費貸付事業費 24,700 24,700

施設費交付事業費 2,471 2,471

長期借入金等償還 63,091 63,091

長期借入金等支払利息 5,003 5,003

公租公課等 21 21

債券発行諸費 0 0

債券利息 45 45

95,331 95,331

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　予算

計

計

区　分



別紙１－３

（助成業務等勘定） （単位：百万円）

大学・高専成長分野転換支援 金　額

収入

その他の収入 479 479

479 479

支出

業務等経費 362 362

　　うち　人件費（退職手当を除く） 225 225

　　うち　物件費 137 137

助成業務等事業費 67,155 67,155

67,518 67,518

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　予算

区　分

計

計



別紙１－４

（一般勘定） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

収入

　運営費交付金 68 21 196 86 204 402 312 521 1,809

　大学等認証評価手数料 109 0 0 0 0 0 0 0 109

　学位授与審査手数料 0 0 0 0 122 0 0 0 122

　補助金等収入 0 0 369 0 0 68 0 0 437

　その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 14 14

計 178 21 564 86 326 470 312 535 2,492

支出

　業務等経費 0 0 196 86 0 402 312 0 995

　　うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 73 65 0 320 212 0 670

　　　　　物件費 0 0 122 21 0 82 66 0 291

　　　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 34 0 34

　大学等評価経費 178 21 0 0 0 0 0 0 199

　学位授与審査経費 0 0 0 0 326 0 0 0 326

　補助金支出 0 0 369 0 0 68 0 0 437

　一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 535 535

　　うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 0 0 0 0 0 342 342

　　　　　物件費 0 0 0 0 0 0 0 175 175

　　　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 0 18 18

計 178 21 564 86 326 470 312 535 2,492

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　予算

区　分
大学等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙２－１

（総括表） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

費用の部 185 23 582 7,715 364 528 343 65,518 621 75,881

経常費用 185 23 582 7,715 364 528 343 65,518 621 75,881

業務等経費 7 2 574 95 26 516 341 65,518 0 67,079

大学等評価経費 178 21 0 0 0 0 0 0 0 199

学位授与審査等経費 0 0 0 0 326 0 0 0 0 326

施設費交付事業費 0 0 0 2,471 0 0 0 0 0 2,471

支払利息 0 0 0 5,067 0 0 0 0 0 5,067

処分用資産売却原価 0 0 0 58 0 0 0 0 0 58

その他の業務経費 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21

一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 554 554

減価償却費 0 0 8 3 12 13 2 1 66 105

財務費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収益の部 185 23 582 5,536 364 528 343 65,518 621 73,702

　運営費交付金収益運営費交付金収益 68 21 196 86 204 402 312 0 523 1,811

　大学等認証評価手数料大学等認証評価手数料 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109

　学位授与審査手数料学位授与審査手数料 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122

補助金等収益 0 0 369 0 0 68 0 65,109 0 65,546

処分用資産賃貸収入 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60

処分用資産売却収入 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300

施設費交付金収益 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

受取利息 0 0 0 5,053 0 0 0 0 0 5,053

財務収益 0 0 0 14 0 0 0 409 0 423

賞与引当金見返に係る収益 0 1 6 6 17 28 19 0 0 77

退職給付引当金見返に係る収益 7 1 4 4 11 18 12 0 19 76

　資産見返運営費交付金戻入繰延運営費交付金（資産）戻入 0 0 7 2 11 12 1 0 65 98

　資産見返運営費交付金戻入繰延寄附金（資産）戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰延補助金等（資産）戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　雑収入雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

当期純利益（又は当期純損失） 0 0 0 △ 2,179 0 0 0 0 0 △ 2,179

0 0 0 2,179 0 0 0 0 0 2,179

当期総利益（又は当期総損失） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　収支計画

大学改革支援・学位授与機構法第１８条積立金取崩額

区　分
大学等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額

大学・高専成長
分野転換支援



別紙２－２

（施設整備勘定） （単位：百万円）

国立大学施設支援 金　額

費用の部 7,617 7,617

経常費用 7,617 7,617

施設費交付事業費 2,471 2,471

支払利息 5,067 5,067

処分用資産売却原価 58 58

その他の業務経費 21 21

財務費用 0 0

　

収益の部 5,439 5,439

処分用資産賃貸収入 60 60

処分用資産売却収入 300 300

施設費交付金収益 12 12

受取利息 5,053 5,053

財務収益 14 14

当期純利益（又は当期純損失） △ 2,179 △ 2,179

大学改革支援・学位授与機構法第１８条積立金取崩額 2,179 2,179

当期総利益（又は当期総損失） 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　収支計画

区　分



別紙２－３

（助成業務等勘定） （単位：百万円）

大学・高専成長分野転換支援 金　額

費用の部 65,518 65,518

経常費用 65,518 65,518

業務等経費 65,518 65,518

減価償却費 1 1

　

収益の部 65,518 65,518

補助金等収益 65,109 65,109

繰延補助金等（資産）戻入 0 0

財務収益 409 409

当期純利益（又は当期純損失） 0 0

当期総利益（又は当期総損失） 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　収支計画

区　分



別紙２－４

（一般勘定） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

費用の部 185 23 582 98 364 528 343 621 2,745

　経常費用 185 23 582 98 364 528 343 621 2,745

　　業務等経費 7 2 574 95 26 516 341 0 1,562

　　大学等評価経費 178 21 0 0 0 0 0 0 199

　　学位授与審査経費 0 0 0 0 326 0 0 0 326

　　一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 554 554

　　減価償却費 0 0 8 3 12 13 2 66 104

収益の部 185 23 582 98 364 528 343 621 2,745

　運営費交付金収益 68 21 196 86 204 402 312 523 1,811

　大学等認証評価手数料 109 0 0 0 0 0 0 0 109

　学位授与審査手数料 0 0 0 0 122 0 0 0 122

　補助金等収益 0 0 369 0 0 68 0 0 437

　賞与引当金見返に係る収益 0 1 6 6 17 28 19 0 77

　退職給付引当金見返に係る収益 7 1 4 4 11 18 12 19 76

　繰延運営費交付金（資産）戻入 0 0 7 2 11 12 1 65 98

　繰延寄附金（資産）戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　雑収入 0 0 0 0 0 0 0 14 14

当期純利益（又は当期純損失） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期総利益（又は当期総損失） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　収支計画

区　分
大学等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙３－１

（総括表） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

資金支出 178 21 564 113,481 326 470 312 245,483 535 361,370

　業務活動による支出業務活動による支出 178 21 563 32,326 326 470 310 23,142 533 57,868

　投資活動による支出投資活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　財務活動による支出財務活動による支出 0 0 1 63,091 1 1 1 0 2 63,097

　翌年度へ繰越 0 0 0 18,065 0 0 0 222,341 0 240,406

資金収入 178 21 564 113,481 326 470 312 245,483 535 361,370

業務活動による収入 178 21 564 66,854 326 470 312 497 535 69,756

運営費交付金による収入 68 21 196 86 204 402 312 0 521 1,809

補助金等収入 0 0 369 0 0 68 0 0 0 437

承継債務負担金債権の回収による収入 0 0 0 5,471 0 0 0 0 0 5,471

承継債務負担金債権に係る利息の受取額 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60

施設費貸付金の回収による収入 0 0 0 55,807 0 0 0 0 0 55,807

施設費貸付金に係る利息の受取額 0 0 0 4,976 0 0 0 0 0 4,976

処分用資産の売却による収入 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300

処分用資産の貸付による収入 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60

施設費交付金の納付による収入 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

利息及び配当金の受取額 0 0 0 82 0 0 0 497 0 579

その他の収入 109 0 0 0 122 0 0 0 14 245

投資活動による収入 0 0 0 8,000 0 0 0 39,000 0 47,000

財務活動による収入 0 0 0 26,600 0 0 0 0 0 26,600

　前年度より繰越 0 0 0 12,028 0 0 0 205,986 0 218,014

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　資金計画

区　分
大学等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額

大学・高専成長
分野転換支援



別紙３－２

（施設整備勘定） （単位：百万円）

国立大学施設支援 金　額

資金支出 113,396 113,396

業務活動による支出 32,240 32,240

投資活動による支出 0 0

財務活動による支出 63,091 63,091

翌年度へ繰越 18,065 18,065

資金収入 113,396 113,396

業務活動による収入 66,768 66,768

承継債務負担金債権の回収による収入 5,471 5,471

承継債務負担金債権に係る利息の受取額 60 60

施設費貸付金の回収による収入 55,807 55,807

施設費貸付金に係る利息の受取額 4,976 4,976

処分用資産の売却による収入 300 300

処分用資産の貸付による収入 60 60

施設費交付金の納付による収入 12 12

利息及び配当金の受取額 82 82

投資活動による収入 8,000 8,000

財務活動による収入 26,600 26,600

前年度より繰越 12,028 12,028

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　資金計画

区　分



別紙３－３

（助成業務等勘定） （単位：百万円）

大学・高専成長分野転換支援 金　額

資金支出 245,483 245,483

業務活動による支出 23,142 23,142

投資活動による支出 0 0

財務活動による支出 0 0

翌年度へ繰越 222,341 222,341

資金収入 245,483 245,483

業務活動による収入 497 497

利息及び配当金の受取額 497 497

投資活動による収入 39,000 39,000

財務活動による収入 0 0

前年度より繰越 205,986 205,986

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　資金計画

区　分



別紙３－４

（一般勘定） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

資金支出 178 21 564 86 326 470 312 535 2,492

　業務活動による支出 178 21 563 86 326 470 310 533 2,486

　投資活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　財務活動による支出 0 0 1 0 1 1 1 2 6

　翌年度へ繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資金収入 178 21 564 86 326 470 312 535 2,492

　業務活動による収入 178 21 564 86 326 470 312 535 2,492

　　運営費交付金による収入 68 21 196 86 204 402 312 521 1,809

　　補助金等収入 0 0 369 0 0 68 0 0 437

　　その他の収入 109 0 0 0 122 0 0 14 245

　投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　前年度より繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

令和８年度　資金計画

区　分
大学等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額


